
中世後期地方禅院の文書目録作成のあり方

中
世
後
期
地
方
禅
院
の
文
書
目
録
作
成
の
あ
り
方

「臨
照
山
記
録
西
岸
寺
規
式
」
の
文
書
目
録
を
中
心
に

一
　

は

じ

め

に

「文
書
目
録
」

の
重
要
性
に
つ
い
て
は
す
で
に
富
澤
清
人
の
指
摘
が
あ
る
。

こ
こ
で

「文
書

目
録
」

と
は

「文
書
タ
イ
ト
ル
を
記
し
た
も
の

一
般
」

を
さ
す
。
富
澤
は
、　
一
つ
の
史
料
群

（と
く
に
個
別
荘
園
文
書
）
の
な
か
で
、　
コ
界
科
の
残
存

（保
存
）
の
さ
れ
方
自
体
に
、
歴
史
的
所
一

産
と
し
て
」
注
目
す
る
必
要
を
説
き
、
「文
書
目
録
」

は
そ
う
し
た
史
料
残
存
の
意
味
や
、
す

で
に
現
存
し
な
い
史
料
の
意
味
を
問
う
格
好
の
題
材
で
あ
る
と
し
た
。

文
書
目
録
の
機
能
論
的
分
析
を
お
こ
な

っ
た
噴
矢
で
あ
る
富
澤
の
研
究
、
網
野
善
彦

・
上
島

有
の

「東
寺
百
合
文
書
」
中
目
録
に
対
す
る
言
及
、
近
年
の
記
録
保
存
に
関
す
る
諸
論
考
を
除

け
ば
、
文
書
目
録
に
関
す
る
先
行
研
究
は
意
外
に
少
な
い
が
、
最
近
に
な

っ
て
田
良
島
哲
が
そ

の
形
態
を
様
式
や
機
能
等
か
ら
類
型
化
し
て
い
る
。

田
良
島
に
よ
れ
ば
、
文
書
目
録
の
記
述
形
態
と
し
て
Ａ

「員
数
＋
名
称
」
、
ま
た
は
Ｂ

「名

称
＋
員
数
」
の
い
わ
ゆ
る
基
本
形
態
、
さ
ら
に
情
報
を
加
味
し
精
密
化
さ
れ
る
な
か
で
Ｃ

「員

数
＋
名
称
＋
年
月
日
」
、
Ｄ

「名
称
＋
員
数
＋
年
月
日
」
、
Ｅ

「員
数
＋
年
月
日
＋
名
称
」、
Ｆ

「年
月
日
＋
名
称
＋
員
数
」

が
派
生
し
て
く
る
と
い
う
。

た
だ
し
行
論
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
田
良
島
の
論
文
の
対
象
は
中
世
前
期
の
事
例
で
あ
り
、
寺
院
文
書
を
中
心
に
増
加
す

る
後
期
に
つ
い
て
は
検
討
外
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
以
降
の
中
世
後
期
に
お
け
る
文
書
目
録
の

一
例
と
し
て
、

伊
那
郡
西
岸
寺

（長
野
県
上
伊
那
郡
飯
島
町
）
に
伝
わ
る

「
臨
照
山
記
録
西
岸
寺
規
式
」
（以
後

石
　
正
　
行

「規
式
」
と
呼
称
す
る
）
を
取
り
上
げ
、　
地
方
禅
宗
寺
院
に
お
け
る
文
書
目
録
作
成
の
あ
り
方
を

考
え
て
み
た
い
。
信
濃
国
内
に
残
存
す
る
中
世
の
文
書
目
録
は
西
岸
寺
の
み
な
の
で
、
当
該
期

に
お
け
る
他
国
の
諸
寺
院
の
事
例
も
検
討
の
対
象
と
す
る
。
文
書
目
録
を
検
討
の
対
象
と
す
る

こ
と
は
、
富
澤
が
述
べ
る
よ
う
に
、
伝
来
し
な
い

「消
失
し
た
」
文
書
の
姿
を
復
原
す
る
こ
と

に
な
り
、
ま
た
、
群
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き

一
連
の
文
書
群
の
成
立
過
程
の
様
相
を
想
定
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

一
一　
西
岸
寺
と
在
地
社
会

１
　
西
岸
寺

に

つ
い
て

臨
照
山
西
岸
寺
は
、
上
伊
那
郡
の
南
端
天
竜
川
西
岸
の
河
岸
段
丘
上
に
あ
る
現
在
臨
済
宗
妙

心
寺
派
の
古
刹
で
あ
る
。

「規
式
」

に
よ
る
と
、

弘
長
元
年

（
〓
〓
全

）
渡
来
僧
蘭
渓
道
隆

（大
覚
禅
師
）
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
も
と
は
臨
済
宗
大
覚
派
の
寺
院
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
鎌
倉

末
以
降
寺
勢
が
衰
え
た
ら
し
く
、
記
録
類
に
は
関
連
記
述
は
見
え
な
い
。
第
六
世
大
徹
至
鈍
の

代
に
な
り
、
寺
院
復
興
の
動
き
が
顕
著
に
な
り
、
応
安
六
年

（
〓
一一七
一こ

室
町
幕
府
の
官
寺

制
度
の
な
か
で
諸
山
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
叢
林
派
寺
院
西
岸
寺
の
誕
生
で
あ
る
。
室
町

幕
府
の
官
寺
制
度
は
、
鎌
倉
期
の
五
山
十
刹
制
度
を
積
極
的
に
受
容
し
て
い
く
な
か
で
、
制
度

自
体
が
形
骸
化
し
て
い
く
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
官
寺
は
あ
ら
ゆ
る
門
派
か
ら
住
持
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
前

（十
方
門
派
制
度
）
に
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
同
じ
伊
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那
郡
の
開
善
寺
は
、
初
め
諸
山
に
、
後
に
十
刹
に
序
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
開
山
で
あ
る
大

鑑
禅
師

（清
拙
正
澄
）
の
法
統

（大
鑑
派
）
の
み
が
住
持
と
し
て
優
遇
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
ヾ

西
岸
寺
の
場
合
は
、
十
方
門
派
制
度
が
遵
守
さ
れ
、
禅
宗
寺
院
の
清
規
が
生
き
て
い
た
。

寺
院
の
歴
史
的
な
役
割
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
宗
教
的
機
能
面
と
と
も
に
社
会
経
済
的
な
機

能
面
を
同
時
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
地
域
に
お
け
る
寺
院
の
社
会
経
済
的
機
能
を
支
え
る
主

体
は
、
在
地
有
力
武
士
層

（檀
越
）
で
あ
る
。
西
岸
寺
は
、
「記
録
」
の
袖
判
に
よ
っ
て
も
明
ら

か
な
よ
う
に
飯
嶋

一
族
に
よ

っ
て
外
護
さ
れ
て
い
た
。
飯
嶋
氏
は
、
南
信
濃
源
氏
と
呼
ば
れ
た

片
切
氏
の
支
族
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

「文
書
目
録
」

か
ら
は
こ
の
飯
嶋

一
族
に
よ

る
土
地
寄
進
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
お
そ
ら
く
西
岸
寺
が
飯
嶋

一
族
の
氏
寺
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

西
岸
寺
は
飯
島
町
の
本
郷
地
籍
に
あ
る
。
飯
嶋
氏
の

「本
城
」
に
隣
接
し
て
お
り
、
小
字
は

「大
手
」
、
「城
」

に
接
し
て
い
る
。
天
正

一
〇
年

（
一
五
公

し
、
織
田
信
忠
軍
が
伊
那
に
侵
攻

し
た
際
、
本
城
と
と
も
に
西
岸
寺
の
七
堂
伽
藍
も
、
弁
天
堂
と
水
月
庵
を
残
し
て
焼
失
し
た
と

い
う
。
お
そ
ら
く
西
岸
寺
自
体
が
飯
嶋
氏
の
城
郭
施
設
と

一
体
化
し
た
存
在
で
あ

っ
た
の
で
あ

ス
７
つ
。

２
　
西
岸
寺

に
伝
来
す
る
文
書

に

つ
い
て

こ
の
よ
う
に
戦
災
に
あ

っ
た
西
岸
寺
に
お
い
て
は
、
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
古
文
書
の
類
は
ほ

と
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
。　
そ
の
な
か
で
中
世
文
書
と
し
て
残
る
の
は
、

「第
十
世
璃
林
正
玖

西
岸
寺
京
城
諸
山
疏
」
と

「規
式
」
の
二
点
で
あ
る
。

（
１
）

「第
十
世
璃
林
正
玖
西
岸
寺
京
城
諸
山
疏
」
に
つ
い
て

本
稿
の
目
的
は
文
書
目
録
の
検
討
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
直
接
の
検
討
を
省
略
す
る
。
こ

の
史
料
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
玉
村
竹
二
の
研
究
が
あ
る
。
行
論
の
都
合
上
そ
の
性
格
に
つ
い

て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

西
岸
寺
は
諸
山
で
あ
る
か
ら
、
住
持
の
任
命
は
将
軍
に
よ
る
御
教
書
な
ど
幕
命
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

任
期
も
三
年
二
夏

（満
一
一年
）
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。
御
教
書
は
蔭
涼
軒
に

送
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
公
帖
と
呼
ば
れ
る
辞
令
を
交
付
さ
れ
、
新
住
持
は
直
ち
に
任
寺

へ
入

院
す
る
こ
と
に
な
る
。
赴
任
に
際
し
、
同
宗
派
の
同
格
寺
院
の
住
持
か
ら
祝
辞
な
ど
の
寄
書
を

揮
亀
し
て
も
ら

っ
た
も
の
が
入
寺
疏
で
あ
る
。
鎌
倉
寿
福
寺
の
前
板

金
削
堂
首
座
）
で
あ

っ
た

璃
林
正
玖
が
、
伊
那

へ
赴
く
に
際
し
て
、
京
都
五
山
な
ど
同
格

一
四
ヶ
寺
の
住
持
の
寄
書
を
得

た
。
文
正
元
年

（
一
四
エハ
エＣ

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
西
岸
寺
に
現
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
、
じ

っ
さ
い
に
住
持
が
こ
の
地
に
赴
任
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
中
世
後
期
に
も
な
る
と
、
五
山
十
刹
制
度
が
な
か
ば
形
骸
化
し
て
い
き
、
公
帖
を
発
行

さ
れ
な
が
ら
、
じ
っ
さ
い
に
は
任
地
に
赴
か
な
い
坐
公
文
と
呼
ば
れ
る
風
潮
が
叢
林
派
の
中
に

横
行
し
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
実
態
を
見
て
も
、
清
規
を
遵
守
し
て
い
た
当
時
の
西
岸
寺
の
様

子
が
う
か
が
え
る
と
い
え
よ
う
。

（
２
）

「規
式
」
の
形
態
に
つ
い
て

「規
式
」
に
つ
い
て
は
、
「文
書
目
録
」
の
検
討
か
ら
信
濃
に
お
け
る
鎌
倉
幕
府
の
買
得
安
堵

政
策
の
実
態
を
推
測
、
ま
た

「規
式
」
に
お
け
る
寺
院
用
途
に
か
か
わ
る
記
述
か
ら
無
尽
銭
な

ど
寺
院
経
済
の
全
体
像
を
復
原
し
た

一
連
の
宝
月
圭
吾
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
『長
野
県
史
』

通
史
編
、
『飯
島
町
誌
』

で
は
、
さ
ら
に

「文
書
目
録
」

の
記
載
か
ら
、
西
岸
寺
の
散
在
寺
領

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
の
な
か
で
欠
落
し
た
視
点
は
、
「規
式
」
、
こ
こ
で
は
と
く
に

「文
書

目
録
」
が
な
ぜ
作
成
さ
れ
た
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
『信
濃
史
料
』
編
纂
時
に
、
「規
式
」
は

疑
い
の
あ
る
文
書
と
さ
れ
、
宝
月
も
こ
れ
を

「案
文
」
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
内
容
は
同
時
代

の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
が
、
作
成
年
代
は
後
世
で
あ
る
と
す
る
現
在
の
評
価
が
あ
る
。
そ
の

根
拠
は
、
「規
式
」
自
体
が
変
則
的
に
成
巻
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「規
式
」

は
巻
子
装
で
、
六
二

一
０
五
燎
―ン
”
の
長
巻
で
あ
る
。

そ
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。

①
前
書
　
開
山
か
ら
諸
山
列
位
ま
で
の
経
過
を
記
録
し
、
諸
条
規
作
成
の
意
義
を
述
べ
る
。

②

「可
レ請
二
住
持
一次
第
之
事
」

輪
番
制
や
年
限
、
叙
任
資
格
な
ど
の
条
規
。

③

「庵
職
之
事
」

禅
僧
の
戒
律

一
一
箇
条
を
定
め
る
。

④

「当
山
毎
日
勤
行
之
事
」

禅
僧
の

一
日
の
日
課

。
勤
行
の
内
容

。
勤
行
ご
と
の
教
典
の

種
類
な
ど
を
定
め
る
。
ま
た
用
途
費
用
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
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補人部

写真 2 料紙補入部の継目

一
ふ
峙
ネ
″
η
∬
■
ル
鴻
・●
・な
っ
籠
暉
引
誉
●
¨

卜
戯
．一轟
鐸
赫
β
纂
，

写真 1 西岸寺規式 (口頭)

写真 3(上 )継 目の裏花押

写真 4(左 )大徹至鈍の花押

⑤

「文
書
目
録
」

西
岸
寺
が
集
積
し
た
土
地
に
か
か
わ
る
手
継
文
書
を
列
挙
す
る
。

疑
文
書
ま
た
は
案
文
と
さ
れ
る
根
拠
の
ひ
と

つ
に
、
④
と
⑤
の
間
に
補
入
さ
れ
て
い
る
料
紙

が
あ
る
。
補
入
さ
れ
た
箇
所
に
は

「総
都
合
漆
拾
捌
貫
百
参
文
　
文
書
日
録
」
と
一
行́
で
記
さ

れ
る
。
こ
の
料
紙
は
約
五
一
レ
け
と
極
端
に
短
く
、
料
紙
の
形
質
が
明
ら
か
に
前
後
と
異
な
る
た

め
、
『信
濃
史
料
』

で
は

「
コ
ノ
紙
継
目
疑
フ
ベ
シ
」
、
「料
紙
モ
新
シ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
料
紙
の
前
後
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
料
紙
は
ま

っ
た
く
同
質
の
椿
紙
で
あ
り
、

字
体

・
書
風
も
似
て
お
り
、
ま
た
は
同

一
人
物
の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
同
時
代
の
も

の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

裏
打
さ
れ
た
本
紙
の
継
日
に
は
、
裏
花
押
が
す
え
ら
れ
て
い
る
。
継
目
裏
花
押
に
つ
い
て
は

『
信
濃
史
料
』
、
『飯
島
町
誌
』
と
も
に
言
及
が
な
い
。

こ
の
晏
花
押
は
、
筆
致
、
様
態
と
も
に

本
紙
上
に
す
え
ら
れ
た
大
徹
至
鈍
の
花
押
と
酷
似
し
て
お
り

（写
真
３
●
４
）、
彼
の
花
押
と
判

断
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
書
全
体
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
至
鈍
の
代
に
は
①
か
ら

⑤

の

「規
式
」
が
完
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
同
時
期
に
は
規
式
前
半
部
分
で

あ
る
①
か
ら
④
と
、
文
書
目
録
⑤
は
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
「規
式
」

に
は

大
徹
至
鈍
の
朱
印
文

。
花
押
が
あ
り
、

西
岸
寺
が
彼
の
力
と
外
護
檀
那
衆

（飯
嶋
氏
）
の
合
力

で
応
安
六
年

（
一
二́
七
一じ

に
中
興
再
建
さ
れ
た
と
あ
る
。
そ
の
後
に
こ
の
規
式
が
書
か
れ
た

こ
と
に
な
る
。
　
一
方
、

「文
書
目
録
」

の
日
下
に
至
鈍
が
花
押
を
す
え
た
の
は
永
和
二
年

（
一

三
七
工Ｃ

で
あ
る
。

さ
ら
に
推
測
す
れ
ば
、
④
の
左
と
⑤
の
右
を
上
か
ら
貼
り
付
け
る
形
で
継
い
だ
料
紙
の
継
方

か
ら
見
れ
ば
、
「規
式
」
と

「文
書
日
録
」
と
別
に
作
成
し
た
も
の
を

一
つ
に
成
巻
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
至
鈍
の
裏
花
押
が
付
さ
れ
た
。
と
も
に
寺
院
の
成
立

。
基
盤
に
か

か
わ
る
根
本
文
書
で
あ
る
。
寺
院
に
と

っ
て
特
定
の
意
味
の
あ
る
根
本
文
書
を
別
に
保
管
す
る

の
で
な
く
、
意
味
ご
と
に

一
つ
に
ま
と
め
あ
げ
る
有
効
な
方
法
と
し
て
こ
の
よ
う
に
成
巻
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
や
や
稚
拙
な
形
態
と
い
う
感
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
応
安
か
ら
水ヽ
和
年

間
ま
で
の
時
期
の
成
立
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）

「文
書
目
録
」
の
検
討

「文
書
日
録
」
の
題
に
続
き
以
ド
の
よ
う
に
文
書
名
が
記
さ
れ
て
い
く
。

"
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一
通
　
諸
山
之
御
教
書

一
通
　
寺
領
安
堵
之
御
教
書

一
通
　
寄
進
状
奉
行
松
田
左
衛
門
尉
裏
判
在
レ之

（以
下
略
）　
　
　
　
　
　
　
，

こ
の
三
通
は
過
去
に
存
在
し
た
西
岸
寺
文
書
群
の
中
で
も
、
も

っ
と
も
重
要
視
さ
れ
る
べ
き

三
通
で
あ

っ
た
。
「諸
山
之
御
教
書
」

は
、

西
岸
寺
が
室
町
幕
府
の
官
寺
体
制
の
末
端
で
あ
る

「諸
山

（甲
刹
と

に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
文
書
で
あ
る
。

「規
式
」

に
よ
れ
ば
こ
れ
が

応
安
六
年

（
〓
一モ
一こ

四
月

一
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
同
時
期
に
諸
山
に
列
せ
ら
れ
た
伊
予

国
善
応
寺
の
御
教
書
を
み
て
み
る
。

史
料
１
　
　
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
案

翁
善
応
寺
文
書
し

伊
豫
国
善
應
寺
事
、
任
二
河
野
封
馬
入
道
善
恵
申
請
旨

一、

可
レ為
二諸
山
列
一之
状
如
レ件
、

貞
治
三
年
五
月
二
日
　
義
詮
御
判

当
寺
長
老

善
応
寺
は
愛
媛
県
北
条
市
に
あ
る
臨
済
宗
聖

一
派
寺
院
で
、
河
野
通
盛

（法
名
善
恵
）
に
よ

っ
て
開
か
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
貞
治
三
年

（
〓
壬
ハ
四
）、
善
恵
の
申
請
に
ま
か
せ
て
、
二

代
将
軍
義
詮
が
善
応
寺
を
諸
山
に
列
し
た
こ
と
に
な
る
。
形
式
も
日
下
署
判
の
御
教
書
で
将
軍

の
直
状
形
式
で
あ
る
か
ら
、
形
式
と
し
て
は
尊
大
で
あ
る
。
南
北
朝
期
に
は
寺
社
宛
の
命
令
と

し
て
こ
の
形
式
が
多
用
さ
れ
た
こ
と
が
分
か

っ
て
い
る
。
ま
た
今
枝
愛
真
に
よ
れ
ば
、
諸
山
認

定
の
手
続
き
に
は
将
軍
の
御
教
書
の
形
式
を
取
る
も
の
が
多
か

っ
た
。
そ
う
す
る
と

「西
岸
寺

文
書
」
目
録
中
の

「諸
山
之
御
教
書
」
も
、
こ
の
よ
う
な
将
軍
直
状
形
式
の
御
教
書
で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
。

善
恵
の
申
請
が
ど
の
よ
う
な
形
式
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
直
接
示
す
史
料

は
な
い
が
、
こ
の
御
教
書
が
下
さ
れ
る
直
前
の
善
恵
の
動
き
か
ら
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
。
善

恵
は
、
所
有
の
地
頭
職
得
分
権
な
ど
を
善
応
寺

へ
貞
治
二
年
～
三
年

（
〓
量
舎
一～
エハ
四
）
に
か

け
て
集
中
し
て
寄
進
し
て
い
る
。
安
堵
の
前
年
の
貞
治
二
年
に
は

「為
・一善
恵
之
奮
領
一、
専

一

安
堵
御
下
文
令
二
拝
領
一之
間
、
永
代
所
レ奉
レ寄
コ
付
富
寺
也
こ

と
、
旧
領
安
堵
を
さ
れ
た
得
分

地
を
、
改
め
て
永
代
寄
進

（新
寄
進
）
し
て
い
る
が
、　
こ
れ
な
ど
は
所
領
安
堵
と
寄
進
が

一
体

と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
所
領
安
堵
し
た
主
体
は
お
そ
ら
く
将
軍
家
が
深
く
関
わ

っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
善
恵
の
動
き
の
中
で
興
味
深
い
文
書
が
あ
る
。

史
料
２
　
善
恵
地
頭
職
寄
進
状
案

（榔
鶴
げ
進
状
案
貞
治
二
四
月

一
六

「善
恵
Ｌ

奉
寄
進（事
書
中
略
）

右
以
二件
地
一、
為
二
天
長
地
久
家
門
繁
栄
一、
所
レ奉
レ寄
コ
付
営
寺
一也
者
、

守
二先
例
■

円
不
輸
可
レ有
レ進
コ
退
領
‐
知
之
一、
働
為
二後
生
・奉
二寄
進

一之
状
如
レ件
、

貞
治
式
年
四
月

一
六
日
沙
弥
善
恵
在
判

善
恵
が
伊
予
国
温
泉
郡
内
湯
山
な
ど
四
カ
所
の
地
頭
職
得
分
権
を
善
応
寺

へ
寄
付
し
た
こ
と

を
示
す
寄
進
状
の
案
文
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
貞
治
二
年
～
三
年
に
か
け
て
善
恵
が
お
こ
な

っ

た
寄
進
行
為
を
示
す
文
書
は
四
通
あ
る
。
そ
の

一
連
の
寄
進
状
の
な
か
で
、
唯

一
、
正
文
で
な

く
案
文
と
し
て
寺
院
に
残

っ
た
の
が
こ
の
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
正
文
は
、
寄
進
を
受
け
た
寺
院
が
新
領
安
堵
の
手
続
き
の
時
に
、
幕

府

へ
と
も
に
送
付
さ
れ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
そ
の
た
め
に
正
文
の
手
控
え
と
し
て
案
文
が

作
成
さ
れ
手
元
に
保
管
さ
れ
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
送
付
さ
れ
た
も
の
は
こ
れ
だ

け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
申
請
を
受
け
た
幕
府
は
、
そ
の
旨
の
真
偽
を
審
査
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
結
果
、
偽
り
な
け
れ
ば
提
出
さ
れ
た
書
類
に
奉
行
人
の
裏
判
を
す
え
、
送
付
さ

れ
る
。
不
必
要
な
案
文
は
廃
棄
さ
れ
た
。
案
文
が
残

っ
て
い
る
の
は
何
ら
か
の
理
由
で
正
文
を

紛
失
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

西
岸
寺
の
目
録
に
つ
い
て
み
る
と
、

「文
書
目
録
」

の
先
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
三
通
の
根
本
文

書
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
善
応
寺
の
事
例
と
合
致
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
寺
領
安
堵
の
御
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教
書
が
出
さ
れ
、
ま
た
飯
嶋
氏
の
西
岸
寺

へ
の
寄
進
状
が
提
出
さ
れ
る
。
そ
の
寄
進
状
の
裏
に

は

「奉
行
松
田
左
衛
門
尉
裏
判
」
が
す
え
ら
れ
、
公
式
に
そ
の
寄
進
行
為
の
正
当
性
が
確
認
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
松
田
左
衛
門
尉
は
、

「奉
行
人
奉
書
」

の
な
か
か
ら
該
当
者
を
求
め
れ
ば

松
田
左
衛
門
尉
貞
秀
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
活
動
が
確
認
で
き
る
時
期
を
勘
案
す

る
と
、　
お
そ
ら
く
貞
治
五
年

（
〓
壬
ハ
エＣ

）゙」
ろ
２
晏
判
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
宝
月

圭
吾
は
こ
の
松
田
貞
秀
２
晏
判
の
あ
る
寄
進
状
は

「幕
府
に
よ
る
寄
進
」
で
あ
る
と
す
る
。
し

か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
他
の

「御
下
知
」
な
ど
の
よ
う
に

「御
寄
進
状
」
と
文
書
名
が
ふ
さ

れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
む
し
ろ

「規
式
」
に
あ
ら
わ
れ
る
三
檀
那
飯
嶋
氏

（総
昌
・
為
盛

・
為

光
）
の
応
永
癸
丑

（工〇

年
二
月
九
日
の
寄
進
状
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
飯
嶋

氏
に
あ

っ
て
も
西
岸
寺
を
諸
山
に
す
る
た
め
に
幕
府

へ
み
ず
か
ら
寺
格
の

「申
請
」
を
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
活
動
に
よ
り
、
同
年
四
月

一
七
日
諸
山
に
列
せ
ら
れ
た
。

将
軍
義
詮

・
義
満
の
時
に
は
諸
山
認
定
が
相

つ
い
だ
。
五
山
寺

ｏ
十
刹
寺
と
異
な
り
、
諸
山

の
数
は
急
増
し
て
い
く
傾
向
で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
は
三
通
の
根
本
文
書
以
下
の
記
述
の
さ
れ
方

に
つ
い
て
、
西
岸
寺
に
寄
せ
ら
れ
た
土
地
関
係
の
文
書
の
目
録
の

一
部
を
引
用
す
る
。

一
通

鵬
評
深
山
祖
父
為
観

ｏ
先
考
為
空
両
判
譲
状

硫
朔
童
名

二
通
　
総
称
大
師
之
譲
状

祉
鶴
之一闘
燃
醐
Ｆ
稿
酸
綱
判
、

二

通

　

尼

法

安

譲

状

凱
舶
女一
碗
鵠
畑
が
隔
健
輌
判
、

二

通

　

総

立

大

師

之

譲

状

融
貼
女一
枷
鵬
側
ｒ
為
空
両
判
、

二
通
　
十
郎
二
郎
為
清
之
浩
券

蹴
納
女一枷
満
測
ｒ
鶴
腔
価
悧
、

三
通
　
先
批
法
訓
之
譲
状

飢
釉
知一Ⅷ
一本酷
嚇
ギ
之一調
謙
踏
剛
優

五
通
　
正
證
侍
者
之
浩
券

賦
理
一爾
鉢
砧
湯
ど
状．Ⅷ
酬
硼
団
軒
蒔

（以
下
略
）

基
本
的
な
形
態
は
①
文
書
員
数
②
文
書
名
③
文
書
構
成
内
容
で
あ
る
。
①
員
数
と
②
文
書
名

の
間
に
該
当
物
件
の
所
在
を
示
す
情
報
が
割
注
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
田
良
島
の

類
型
に
よ
れ
ば
基
本
形
態
の
Ａ
型
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
る
。
③
の
内
容
説
明
の
割
注
に
は

員
数
の
構
成
に
つ
い
て
、
作
人
の
注
記
、
地
名
な
ど
の
情
報
が
付
さ
れ
て
い
る
。
寄
進
さ
れ
た

年
号
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

三
通

話
補
称
Ⅷ
飯
輛
２
四
郎
左
衛
門
尉
幸
憲
浩
券

・此鵬
鎌．鋼
財
鶴
碍
知

こ
の
情
報
を
も
と
に
、
こ
の
三
通
を
時
期
の
早
い
順
に
な
ら
べ
て
み
る
と
、
①
該
当
地
の
本

浩
券
、
②
鎌
倉
幕
府
に
よ
る

「買
得
安
堵
下
知
状
」
、
③
飯
沼
幸
憲
の
浩
券
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
本
浩
券
と
は
、
本
券
と
も
い
い
、
現
在
の
手
継
の
な
か
で
土
地
の
所
有
権
の
移
動
に

か
か
わ
る
当
初
の
根
本
証
文
で
あ
る
。
文
書
目
録
に
記
さ
れ
た
情
報
か
ら
推
定
す
れ
ば
、
某
氏

か
ら
飯
沼
氏
が
買
得
し
た
土
地
を
、
後
年
に
な

っ
て
西
岸
寺

へ
売
却
し
た
。
こ
れ
が
飯
治

（沼
）
幸
憲
で
あ

っ
た
。
む
ろ
ん
目
録
が
作
成
さ
れ
る
以
前
に
散
逸
し
た
文
書
も
あ

っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
な
お
飯
沼
氏
の
買
得
を
幕
府
が
安
堵
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
が

「
一
通
鎌
倉
殿
御

下
知
」
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
政
策
の

一
環
と
し
て
、
集
積
所
領
の
認
定
作
業
が
お

こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
目
録
に
お
け
る
こ
の
記
述
は
政
策
が
信
濃
国
に
も

及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
痕
跡
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
買
得
安
堵
が
確
認
で
き
る
の
は
西
岸
寺

に
か
か
わ
る
も
の
に
つ
い
て
は
四
件
で
あ
る
。
飯
沼
の
ほ
か
は
飯
嶋

一
族
の
所
領
に
対
す
る
安

堵
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
期
の
飯
沼

・
飯
嶋
氏
は
御
家
人
と
し
て
幕
府
に
把
握
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
こ
の
石
曽
祢
鍛
冶
在
家
に
か
か
わ
る
土
地
証
文
が
こ
の
三
通
で
あ

っ
た
と
す
る

な
ら
、
本
浩
券
に
お
け
る
買
得
人
が
幸
憲
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
西
岸
寺

へ
の
売
却
は
鎌
倉
期

を
く
だ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

ヽ
ｊ
期
ヾ
颯
囃
ν
八
郎
入
道
道
雲
之
浩
券
屋
敷

こ
の
目
録
に
は
、
右
の
よ
う
に
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
目
録
に
記
さ
れ
た
文

書
を
後
に
校
合
し
た
際
、
そ
の
時
点
で
紛
失
し
て
い
た
も
の
を
記
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

３
　
在
地
武
士
と
の
か
か
わ
り

西
岸
寺

へ
土
地
を
売
却
な
い
し
は
寄
進
し
て
い
る
人
々
は
ど
の
よ
う
な
階
層
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
特
質
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
実
名
の
分
か

っ
て
い
る
も
の
で
、
名
字
の
地

な
ど
そ
の
在
所
の
推
定
で
き
る
も
の
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
（表
１
）

こ
こ
で
ま
ず
断

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
西
岸
寺

へ
売
却
も
し
く
は
寄
進
さ
れ
た
実

態
は
土
地
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
上
分
と
称
さ
れ
る
得
分
権
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
南
北
朝

期
は
職
の
分
化
が
顕
著
に
な
り
、
売
買
の
実
体
も
土
地
収
益

（上
分
）
の
収
益
権
と
な

っ
て
い



く
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
西
岸
寺
寺
領
は
も

っ
と
も
簡
略
に
述

べ
れ
ば
、

「西
岸
寺
―
在
地
武
士
―
作
人
」

と
い
う
重
層
構
造
で
構
成
さ
れ
る
。

実
際
は
在
地
武
士
が
実

質
的
に
進
退
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

飯
嶋
氏
は
鎌
倉
幕
府
よ
り
買
得
安
堵
の
対
象
で
あ

っ
た
御
家
人
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
、
飯

沼
氏
の
手
継
に
も

「鎌
倉
殿
御
下
知
状
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
同
様
に
御
家
人
で
あ

っ
た
。
こ

れ
ら
在
地
武
士
の
所
在
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

南
北
朝
時
代
の
伊
那
谷
は
、
小
笠
原
氏
を
中
心
に
し
た
武
家
方
と
、
南
信
濃

へ
た
び
た
び
遷

座
し
た
宗
良
親
王
を
中
心
と
し
た
宮
方

（南
朝
勢
）
と
の
先
鋭
的
な
対
立
が
あ

っ
た
。

天
竜
川

左
岸
が
宮
方
の
勢
力
範
囲
、
右
岸
が
小
笠
原
氏
を
中
心
と
し
た
武
家
方
勢
力
範
囲
と
、
天
竜
川

を
境
に
明
瞭
な
対
立
構
図
が
み
て
と
れ
る
。

飯
沼
氏
は

「大
塔
軍
記
」
で
は
、
守
護
勢
と
し
て
六
郎
の
名
前
が
み
え
、
大
塔
合
戦
当
時
応

水ヽ
七
年

（
一
四
〇
〇
）
に
あ

っ
て
も
小
笠
原
方
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
飯

嶋

。
田
嶋

。
田
切

。
赤
須

。
名
子
氏
ら
片
切
諸
支
族
も
同
様
で
あ

っ
た
。
小
井
三
氏
も
ふ
く
め

こ
れ
ら
の
武
士
団
を

「郷
戸
人
々
」
と
呼
ん
で
い
た
。
郷
戸
と
は

「郡
戸
」

で
あ
る
。
コ
ロ妻

官
途
名

・
法
名

・
尼
号
な
ど

総
弥
大
姉

。
尼
法
安

・
総
立
大
姉

。
十
郎
二
郎
為
清

。
為
観

。
為
空

。
法

訓

。
総
闇

・
小
次
郎
為
時

。
彦
八
郎
為
盛

・
又
二
郎
為
長
・
弥
次
郎
為
頼

ｏ

修
理
助
為
盛

・
弾
正
左
衛
門
尉
為
高

。
尼
法
勝

・
弾
正
左
衛
門
尉
入
道
法

名
総
昌
・
修
理
助
入
道
法
名
正
運
。掃
部
助
為
光
。次
郎
二
郎
入
道
宗
貞
・

弘
観

。
弥
二
郎
入
道
女
子
尼
法
玉

（柿
木
平
尼
法
玉
）
。
彦
八
郎
入
道
道

曇

ｏ
弥
三
郎
入
道

。
掃
部
入
道
為
源

四
郎
左
衛
門
尉
幸
憲

。
飯
沼
源
蔵
入
道
道
郁

時
信
五
郎
次
郎
通
綱

。
与
三
清
綱

。
五
郎
次
郎
入
道
全
久

。
小
五
郎
為
通

菖
蒲
澤
殿
之
母

（比
丘
尼
正
共
）

神
五
郎
為
茂

彦
四
郎

美
作
守
茂
幸
。
又
四
郎
殿
女
子
。
孫
八

（カ
シ
原
孫
八
）
。
弥
三
郎
殿
女
子

掃
部
入
道
道
乗

ｏ
彦
大
郎
入
道

四
郎
二
郎
家
廣

。
小
太
郎
後
室
尼
妙
法

十
郎
長
景

。
源
蔵
人
為
盛

。
亮
太
郎
盛
綱

。
中
村
瀧
渡
夜
籠

赤
須
之
次
郎
三
郎
殿
之
跡

鏡
』
文
治
二
年
二
月

一
二
日
条

「乃
貢
未
済
庄
々
注
文
」
に
は
近
衛
家
領
と
し
て
郡
戸
荘
が
あ

ら
わ
れ
る
。
同
年
六
月
九
日
条
に
は

「春
近
井
郡
戸
庄
年
貢
事
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち

伊
那
春
近
と
伊
那
郡
戸
で
あ
る
か
判
断
を
要
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
の
ち
の

「大
塔
軍
記
」
で
は

赤
澤
但
馬
守
以
下
八
名
の
武
士
を

「春
近
人
々
」
と
総
称
し
、
そ
の
直
後
に

「郡
戸
人
々
」
を

書
き
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
と
も
に
中
世
前
期
に
お
け
る
荘
園
公
領
体
制
の
地
域
的
な
領
域

名
称
が
南
北
朝
末
期
に
は
地
域
武
士
を
把
握
す
る
概
念
と
し
て
遺
存
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

図
１
を
み
る
と
、
西
岸
寺

へ
土
地
集
積
を
お
こ
な

っ
た
武
士
達
が
、
天
竜
川
右
岸
地
域
に
基

盤
を
置
い
た

「郡
戸
人
々
」
で
あ

っ
た
こ
と
が
歴
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
臨
済
宗
西
岸
寺
が
小
笠

原
氏
を
支
持
す
る
在
地
武
士
に
よ
っ
て
後
援
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
同
時
期
の
信
濃
で
は
、

曹
洞
宗
の
草
創
が
、
観
応
の
擾
乱
以
後
は
南
朝
方
、
続
く
室
町
時
代
以
降
は
反
小
笠
原
氏
勢
力

に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
事
実
を
考
え
る
と
、
ま
こ
と
に
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
目
録
に
あ
ら
わ
れ
た
人
物
に
よ
る
寄
進
は
い
っ
た
い
い
つ
ご
ろ
お
こ
な
わ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
文
書
目
録
に
あ
ら
わ
れ
る
氏
族
の
中
で
圧
倒
的
に
多
い
の
が
飯
嶋
氏
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
飯
嶋

一
族
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
で
、
西
岸
寺
へ
の
土
地
集
積
に
ど
の
よ
う
な
傾
向
が

あ
る
の
か
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

「飯
嶋
家
系
図
」

に
よ
り
、
飯
嶋
氏
の
な
か
で
土
地
集
積

長野県立歴史館研究紀要 8号 (2002.3)

図 1 南北朝期天竜川流域の武士団
(注)長野県立歴史館2000年秋季企画展『歴史の宝庫
秋葉みち』22ペ ージより作成。

飯
沼
上
嶋
小
和
田

小
井
三

田
切
住
吉
名
子
片
切
田
嶋
中
村
赤
須

中
川
村

伊
那
市
カ

中
川
村

伊
那
市

飯
島
町

（不
明
）

松
川
町

中
川
村

中
川
村

中
川
村

駒
ヶ
根
市

表 1「西岸寺文書目録」にみえる在地武士名と名字の地

(注 )地名比定は『飯島町誌』をもとにした。

〇 は宗良親王方、もしくは大塔合戦時の反守限方

注記 |  |は 武家方、もしくは大塔合戦時の守限方
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に
か
か
わ
っ
た
人
物
の
関
係
を
見
て
お
こ
う

（図
２
）
。

（
１
）

三
檀
那

為
一口同
（弾
正
左
衛
門
入
道
総
昌
）

・
為
盛

（修
理
助
入
道
正
運
）
・
為
光

（掃
部
入
道
為
源
）
の
花
押

が
あ
り
、
「規
式
」
作
成
の
主
体
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
系
図
で
確
認
す
る
と
、

惣
領
家
は
第
七
代
為
光
の
流
、
為
高

・
為
盛
は
庶
子
家
で
あ
る
。
三
名
の
連
署
も
、
為
光
が
冒

頭
に
署
名
し
て
い
る
。

（
２
）

第
六
代
為
清

為
清
は
為
光
の
父
に
あ
た
る
。

「文
書
目
録
」

で
は
彼
の
二
件
の
手
継
が
み
え
る
。　
一
件
は

浩
券
で
、
「為
観

・
為
空
両
判
」

の
あ
る
譲
状
が
連
券
と
し
て
添
え
ら
れ
て
い
る
。
為
は
飯
嶋

家
の
通
字
で
あ
る
の
で
、
為
観

ｏ
為
空
両
者
と
も
飯
嶋

一
族
と
推
定
さ
れ
る
。
別
の
譲
状
に
は

「祖
父
為
観
、
先
考
為
空
」
（傍
点
筆
者
）
と
あ
り
、
「文
書
目
録
」
の
先
の
根
本
文
書
三
通
の
次

に
記
載
さ
れ
て
い
る
要
度
か
ら
勘
案
す
る
と
、
為
観
は
為
清
の
祖
父
四
代
廣
忠
、
為
空
は
亡
父

五
代
為
泰
そ
れ
ぞ
れ
の
法
名
と
考
え
た
い
。

（
３
）

為
盛

（彦
八
郎
入
道
道
曇
）

同
名
で
為
盛

（修
理
助
）
が
い
る
が
、
『飯
島
町
誌
』
で
は
同

一
人
と
推
定
し
て
い
る
。
修
理

助
は
入
道
し
て
正
運
を
名
乗
り
、

「飯
嶋
家
系
図
」

も
別
人
と
し
て
二
名
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
こ
で
は
別
人
と
考
え
た
い
。
五
代
為
泰
の
弟
氏
延
の
孫
に
あ
た
る
庶
子
で
あ
る
。
道
曇

関
係
の
手
継
文
書
は
三
件
確
認
で
き
る
。

（
４
）

道
郁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

源
蔵
人
道
郁
は

「文
書
目
録
」

で
は
飯
沼
源
蔵
人
道
郁
と
記
載
さ
れ
る

（「飯
嶋
家
系
図
」
で

は

「道
都
」
と
あ
る
）。
飯
沼
氏
に
つ
い
て
は
出
自
な
ど
不
明
な
点
が
多
い
が
、　
こ
の
記
載
か
ら

す
る
と
、
飯
嶋
庶
流
と
し
て
飯
沼
氏
が
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

（
５
）

為
重

弥
二
郎
入
道
の
後
室
法
勝
、
女
子
法
玉
の
浩
券
が
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
て
い
る
。
弥
二
郎
は

為
重
に
あ
た
り
、
五
代
為
泰
の
甥
で
あ
る
。

「文
書
目
録
」

に
記
載
さ
れ
る
飯
嶋

一
族
に
つ
い
て
、　
そ
の
活
動
し
た
時
代
に
つ
い
て
推
測

す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
よ
う
。

①
七
代
為
光
が
惣
領
と
し
て
中
心
に
あ
り
、
後
見
的
な
立
場
の
庶
子
家
為
高

・
為
盛
が
い

た
と
思
わ
れ
る
。
「規
式
」
に
は
応
安
六
年

（
〓
一一±
こ

に
三
檀
那
の
寄
進
状
が
作
成

さ
れ
、

そ
の
後
諸
山

へ
列
せ
ら
れ
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「規
式
」

の
成
立
は
そ
れ

以
降
に
な
る
。

②
飯
嶋
氏
に
関
す
る
限
り
、
西
岸
寺
に
得
分
権
を
寄
進
な
い
し
は
売
却
し
た
人
び
と
は
、

こ
の
三
檀
那
と
同
時
代
に
活
動
し
て
い
た
人
び
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る

一
定

の
期
間
に
西
岸
寺
へ
の
土
地
集
積
が
飯
嶋

一
族
に
よ
っ
て
集
中
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
為
光
以
後
の
人
物
に
比
定
さ
れ
る
も
の
は
い
な
い
た
め
、

「規
式
」

が
作
成
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
応
安
六
年
以
降
、
至
鈍
の
花
押
が
確
認
で
き
る
永
和
二
年

（
〓
一一七
工○

ま
で
に
、
飯
嶋
氏
の
土
地
の
集
積
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「文
書
目
録
」
に
記
載
さ
れ
た
文
書
の
多
く
を
占
め
る
の
は
飯
嶋
氏
関
係
の
も
の
で
あ
る
。

「飯
嶋
家
系
図
」
を
み
る
と
、
「文
書
目
録
」
に
あ
ら
わ
れ
る
飯
嶋
氏
の
活
躍
し
た
時
期
は

「規

式
」
の
作
成
さ
れ
た
こ
ろ
と

一
致
し
て
い
る
。
「規
式
」
は

「文
書
目
録
」
と
同
様
、
永
和
年

間
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
「文
書
目
録
」

に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
飯
嶋
氏
な
ど
に

よ
る
土
地
集
積
に
か
か
わ
る
文
書
名
で
あ
る
。

中世後期地方禅院の文書目録作成のあり方

（初
代
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（四
代
）

為
綱
―
―
―

（略
Ｙ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
廣
忠

○

為
房
―
―
―

為
重

（弥
二
郎
）

○
法
勝

○

為
了
―
―
―
囲
□

（正
運
）

為
清
―
―
―
囲
Ｍ
］―
―
―

為
之
―
―
人
略
）

○

為
家
―
―
―
園
闇
Ｉ
総
昌
）

○

　

　

　

　

　

○

氏
延
―
―
―

道
郁
―
―
―

為
盛

（道
曇
）

（注

□
の
囲
み
は

「規
式
」
で
三
檀
那
と
称
さ
れ
た
人
物
を
示
す
。
○
印
は

「目
録
」
で
確
認
で
き
る
人
物
を
示
し
た
）

図 2 飯嶋略系図
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〓
一　
寺
院
の
土
地
集
積
と
目
録
の
作
成

１
　
中
世

に
お
け
る
日
録

の
あ
り
方

第
二
章
で
は
、

「西
岸
寺
文
書
目
録
」
作
成
の
時
期
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
続
い
て
そ
の
作

成
目
的
に
つ
い
て
論
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

近
年
目
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
資
料
保
存
の
視
点
か
ら
論
考
が
多
数
著
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
歴
史
史
料
と
し
て
の

「目
録
」
を
取
り
上
げ
た
論
考
は
多
く
な
い
。
日
録
自
体
が
あ
ま
り

に
多
様
で
あ
り
、
故
に
そ
れ
ら
を
様
式
論
的
に
述
べ
る
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

し
か
し
、

例
え
ば
、

鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
雛
形
文
例
集
と
も
い
う
べ
き

「雑
筆
要

集
」

に
も
、
「日
録
」

の
項
目
が
見
え
、　
一
定
程
度
の
形
式
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
契
機
で
目
録
が
作
成
さ
れ
る
の
か
も
検
討
課
題
で
あ
る
。

個
別
文
書
群
全
体
の
中
で
、

「目
録
」

が
持
ち
続
け
、
あ
る
い
は
失

っ
て
し
ま

っ
た
意
味
を

逐

一
追

っ
て
い
く
こ
と
が
、

「目
録
」

そ
の
も
の
の
歴
史
的
機
能
を
解
明
す
る
前
提
と
な
る
も

の
と
考
え
る
。
手
継
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
文
書
群
の
歴
史
的
文
脈
の
中
で
、
「文
書
目
録
」

の
果
た
し
て
き
た
役
割
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
単
に

「所
有
文
書
の
書
上
書
類
」
と
言

っ

て
し
ま

っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
章
で
は
、
「西
岸
寺
文
書
目
録
」

の
問
題
か
ら
い
っ
た

ん
離
れ
、
信
濃
国
以
外
の
禅
宗
寺
院
に
残
る

「目
録
」
を
扱
い
な
が
ら
、
そ
の
機
能
を
改
め
て

考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

２
　
上
野
国
長
楽
寺
と
土
地
集
積

上
野
国
長
楽
寺

（群
馬
県
新
田
郡
尾
島
町
）
は
、
新
田
氏

一
族
の
世
良
田
義
季
が
、
臨
済
宗
開

祖
栄
西
の
高
弟
栄
朝
を
招
い
て
、
そ
れ
ま
で
あ

っ
た
持
仏
堂
を
発
展
さ
せ
て
開
い
た
古
刹
で
あ

る
。
以
来
、
世
良
田
氏
の
氏
寺
と
し
て
機
能
し
た
。

鎌
倉
末
期
正
和
年
中

（
〓
二
〓
一～

一
七
）
に
火
災
に
よ
り
灰
儘
に
帰
し
た
。
そ
の
直
後
、
世

良
田
満
義
ら
檀
那
と
そ
れ
を
介
す
る
大
谷
道
海

一
族
が

「売
寄
進
」
と
い
う
手
段
に
よ
り
集
中

的
に
土
地
を
集
積
し
、
元
徳
四
年

（
〓
壬
壬
し
ま
で
に
寺
院
の
復
興
を
成
し
た
。

こ
の
直
後
に
は
十
刹
第
七
位
に
列
せ
ら
れ
、
観
応
三
年

（
〓
一一五
一
じ
三
月

一
一
日
に
は

「寺
領
目
録
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

史
料
３
　
長
楽
」寺
文
書
目
録

翁
長
楽
寺
文
書
」
『群
馬
県
史
』
資
料
編
５
）

（尊
氏
）
（花
押
）

新
田
庄
世
良
田
長
楽
寺
領
目
録

同
庄
内
女
塚
　
　
　
　
　
　
　
開
山
檀
那

断
細
懃
馴
義
季
　
寛
元
四
廿
鷹

同
庄
内
小
角
郷
内
畠
一一面
　
　
　
世
良
田
弥
次
郎
満
義
　
一死
徳
二
柳
朝

同
庄
内
小
角
郷
内
畠
菫
則
　
　
　
同
　
一九
徳
二
　
十
　
一
一　
　
寄
進

（中
略
）

右
於
二
彼
所
ζ
一、
賜
二
安
堵
御
判
一為
レ全
二知
行
一、
恐
生
百
上
如
レ件
、

観
應
三
年
二
月
十

一
日

こ
れ
は

「安
堵
ノ
御
判
ヲ
賜
ヒ
知
行
ヲ
全
フ
」
さ
せ
る
た
め
、
す
な
わ
ち
将
軍
尊
氏
か
ら
寺

領
安
堵
を
得
る
た
め
に

「注
文
」
と
い
う
形
で
上
申
し
た

「寺
領
目
録
」
で
あ
る
が
、
実
質
的

に
は
寺

へ
寄
せ
ら
れ
た
寄
進
状

。
売
券
を
書
き
上
げ
て
い
る

「文
書
目
録
」
と
言
え
る
も
の
で

こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
所
領
に
は
、

あ
る
。
形
態
は
①
所
領
②
地
積
③
前
所
有
者
④
年
号
で
あ
る
。

大
谷
道
海
と
そ
の
娘
由
良
氏
妻
、
そ
し
て
世
良
田
氏
に
よ
る
売
寄
進
で
集
積
さ
れ
た
所
領
も
含

ま
れ
て
い
る
。

延
文
四
年

（
〓
一一五
九
）
に
は
世
良
田
義
政
が
売
寄
進
し
寺
領
の
集
積
が
お
こ
な
わ
れ
、
貞

治
四
年

（
〓
一天
五
）
に
は
住
持
了
宗
に
よ
る

「寺
領
目
録
」
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に

一
所
　
後
閑
三
木
村
内
艇
敷
翻
蜂
翻
湖
十
日
買
領
主
道
行
奉
レ進
也

と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
観
応
三
年
の

「目
録
」
に
記
載
さ
れ
た
物
件
に
そ
の
後
あ
ら
た
に

加
え
ら
れ
た
寺
領
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
。
文
書
本
文
末
に
は

「此
外
、
不
知
行
所
ヽ
雖
レ在
レ之
、

非
二営
用
之
文
書
一之
間
、
不
レ給
レ註
レ之
焉
」
と
あ
り
、
観
応
の
目
録
同
様
、
注
文
と
し
て
上

に
は
十
刹
第
五
位
に
列
せ
ら
れ

申
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。　
こ
の
間
、

延
文
三
年

（
〓
一一五
八
）

て
い
る
。
こ
う
し
た
土
地
の
集
積
の
な
か
で
掲
げ
ら
れ
た
の
が

「氏
寺
」
と
い
う
オ
ー
ソ
リ
テ

ィ
で
あ

っ
た
。
世
良
田

一
族
が
土
地
を
寄
進
す
る
に
あ
た

っ
て
、
自
ら
氏
寺
復
興
の
論
理
を
掲
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げ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
寺
格
の
向
上

・
寺
勢
の
拡
大
を
も
、
も
た
ら
し
た
。

「文
書
目
録
」
は
こ
う
し
た
長
楽
寺
を
と
り
ま
く
人
び
と
の
寺
領
集
積
活
動
の
文
脈
に
密
接
に

結
び

つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

３
　
伊
予
国
観
念
寺
と
土
地
集
積

観
念
寺
は
伊
予
国
越
智
郡

（愛
媛
県
東
予
市
）
に
あ
る
。
も
と
時
宗
寺
院
で
あ

っ
た
が
、
鎌
倉

末
期
に
臨
済
宗
に
改
め
ら
れ
た
。
中
興
開
山
は
円
爾
の
法
統
で
あ
る
聖

一
派
の
鉄
牛
継
印
で
あ

る
。
現
在
、
観
念
寺
に
は

一
一
一
通
の
文
書
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
約
半
数
が
、

在
地
武
士
で
あ

っ
た
越
智

（新
居
）
氏
に
よ
る
土
地
寄
進
状
で
あ

っ
た
。

ま
た
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
建
武
二
年

（
〓
壬
一五
）
以
降
の
南
北
朝
期
に
集
中
し
て
い
る
。
諸
山
に
列
せ
ら
れ
た
の
も

南
北
朝
期
で
あ
る
。

康
永
三
年

（
〓
一一四
四
）
越
智

一
族
の
連
署
寄
進
状
に
よ
れ
ば

「於
レ令
二
佛
閣
破
壊
（
六
時

退
韓
」

で
あ

っ
た
の
で

「専
改
二禅
院
・為
二
氏
寺
こ

し
、

田
畠
な
ど
を
鉄
牛
和
尚
に

「重
寄

進
」
し
た
、
と
あ
る
。
鉄
牛
の

「
一
カ
」
に
よ
っ
て
、
無
事
寺
院
が
復
興
さ
れ
、　
一
〇
年
の
う

ち
に

「氏
寺
繁
盛
」
こ
の
上
な
く
、
氏
人
は
大
い
に
歓
喜
の
思
い
を
な
し
た
と
い
う
。
二
五
名

の

一
族
が
名
を
連
ね
た
こ
の
寄
進
状
は
、
正
式
に
は

「重
寄
進
状
」
で
あ
る
。
重
寄
進
は
、
し

ば
し
ば

「新
寄
進
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
す
で
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
物
件
に
つ
い
て
、
改
め
て

寄
進
し
な
お
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寄
進
状
自
体
に
は
、
実
態
は
な
く
、
む

し
ろ
強
調
の
意
味
あ
い
が
強
い
。
し
ば
し
ば
領
主
の
代
が
わ
り
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、

禅
宗

へ
転
宗
し
た
こ
と
を
契
機
に

一
族
結
束
し
て

「氏
寺
」
を
も
り
立
て
る
意
味
あ
い
が
あ

っ

た
の
だ
ろ
う
。

貞
和
四
年

（
〓
一一四
八
）
の

「鉄
牛
継
印
置
文
」

に
よ
れ
ば
こ
の
間
の
鉄
牛
の
活
動
が
知
ら

れ
る
。

「振
コ
起
十
方
檀
那
之
化
力
・、
所
レ令
二
寄
進
・之
田
地
井
買
得
下
地
二
千
餘
町
、

皆
是
余

教
化
方
便
之
力
也
」
と
彼
に
語
ら
せ
て
い
る
の
は
、
鉄
牛
自
身
が
檀
那
と
し
て
の
地
域
武
士
層

に
働
き
か
け
、
あ
る
い
は
禅
宗
教
化
を
お
こ
な

っ
た

「勧
進
」
活
動
に
対
す
る
自
負
心
で
あ

っ

た
。
こ
う
し
た
勧
進
活
動
に
よ
っ
て
、
寺
領
が
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
檀
越
で
あ
る
越
智
氏
も
氏
寺
の
興
隆
は

一
族
の
結
東
と
い
う
武
士
団
の
根
本
的
な

命
題
を
ク
リ
ア
す
る
き
わ
め
て
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
。
越
智
氏
の
か
か
わ
る
土
地
寄
進
状

・

売
券
の
ほ
と
ん
ど
に

「若
於
下
致
二違
乱
・子
孫
等
い
為
二
不
孝
之
仁
一、
不
レ可
二知
行
領
掌
一者
也
」

と
い
う
文
言
が
、
「先
祖
建
立
氏
寺
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
付
帯
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た

付
帯
文
言
は
、
惣
領
に
よ
る
在
地
裁
判
権
の
実
態
を
示
す
も
の
で
注
目
さ
れ
る
が
、
違
乱

・
煩

い
を
行
使
す
る
も
の
は

一
族
の
な
か
で
除
外
さ
れ
、
少
し
も
土
地
を
知
行
さ
せ
な
い
、
と
の
厳

罰
懲
戒
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
氏
意
識
を
高
め
る
手
段
と
し
て
、
土
地
の
寄
進
が

一
族
に
よ

っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
援
用
す
る
か
た
ち
で
鉄
牛
の
勧
進
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

康
安
二
年

（
〓
量
全
し

に
は
、
「寺
領
注
文
」
が
作
成
さ
れ
た
。

史
料
４
　
観
念
寺
寺
領
注
文

（『愛
媛
県
史
』
資
料
編
　
古
代
中
世
）

伊
豫
国
桑
村

（前
略
）

所
二
段

田
畠

所
二
段

田
畠

所
二
段

畠

（後
略
）

康
安
二
年
壬
寅
四
月
八
日
　
　
　
　
　
謹
記

観
念
禅
寺
住
持
　
　
比
丘
　
鐵
牛
継
印

（花
押
）

こ
の
注
文
は
越
智

一
族
に
よ
る
寄
進
分
を

一
二
五
か
所
に
わ
た
っ
て
書
き
じ
る
し
た
も
の
で

あ
る
。
構
成
要
素
を
見
る
と
、
①
田
積
②
地
目
③
所
在
④
手
継
元
、
と
な
る
。
こ
れ
も
、
先
の

長
楽
寺
の
寺
領
目
録
と
同
様
、
文
書
目
録
で
は
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
④
の
手
継
元
を
記

入
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
単
な
る
寺
領
目
録
で
あ
れ
ば
、
券
文
作
成
者
名
は
記
さ
な
く
て
も

こ
と
は
足
り
る
。
ま
た
寄
進
で
あ
っ
た
か
、
売
却
で
あ

っ
た
か
の
記
載
も
必
要
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
場
に
書
か
れ
る
理
由
を
推
定
す
れ
ば
、
売
却
な
い
し
は
寄
進
さ
れ
た
物
件
は
、

得
分
権
の

一
部
で
あ
り
、
そ
れ
を
寺
院
に
た
と
え
ば
諷
経
料
な
ど
と
し
て
あ
て
る
。　
一
方
そ
の

残
り
を
進
止
す
る

（行
使
す
る
）
も
の
が
い
る
は
ず
で
あ
り
、
の
ち
の
違
乱
を
防
ぐ
た
め
に
は

ま
た
そ
れ
を
記
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
厳
密
に
は
文
書
タ
イ

ト
ル
を
示
す

「目
録
」

で
は
な
い
が
、
「
ど
の
よ
う
な
経
路
で
入
手
さ
れ
た
物
件
で
あ
る
か
」

大
門
屋
敷
　
兼
信
浩
却

字
窪
田
得
恒
名
余
田
也
　
兼
信
浩
却

字
間
東
　
盛
家
寄
進
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を
示
す
、
「文
書
の
伝
領
目
録
」
で
あ
る
。

こ
の
直
後
貞
治
元
年

（
〓
壬
全
じ
　
一
一
月
、
寺
領
が
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
文
面
に

「寺
領

等
事
任
二
注
文
之
旨
一、
不
レ可
レ有
二相
違
こ

と
あ
る
か
ら
、

こ
の

「注
文
」
と
は
、
半
年
前
に

作
成
さ
れ
た
史
料
４
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
川
岡
勉
の
指
摘
の
と
お
り
、
文
面
の
内

容
か
ら
、　
こ
の
注
文
は
、

「安
堵
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
に
作
成
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
「目
録
」
が
作
成
さ
れ
た
理
由
は
、
単
に
寺
院
に
お
け
る
手
控

え
で
な
く
、
申
請
す
る
た
め
の
書
類
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

４
　
尾
張
国
妙
興
寺
と
土
地
集
積

尾
張
国

一
宮

（愛
知
県

一
宮
市
）
の
臨
済
宗
妙
興
寺
は
、
開
山
を
大
應
国
師

（南
浦
紹
明
）
と

し
、
在
地
土
豪
荒
尾
宗
顕
が
檀
越
と
な

っ
て
創
建
さ
れ
た
古
刹
で
あ
る
。
伝
来
す
る
文
書

。
古

記
録
な
ど
は
五
八
〇
点
あ
ま
り
で
あ
る
。
妙
興
寺
は
室
町
幕
府
と
の
関
係
が
深
く
、
尊
氏
以
降

歴
代
の
将
軍
よ
り
寺
領
安
堵
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
文
和
二
年

（
〓
一五
一こ

に
は
朝
廷

の
祈
願
寺
に
、
さ
ら
に
貞
治
三
年

（
〓
量
ハ
四
）
に
は
二
代
将
軍
足
利
義
詮
に
よ

っ
て
諸
山
に

列
せ
ら
れ
た
。

興
味
深
い
の
は
妙
興
寺
に
伝
来
す
る
中
世
の
土
地
売
券

（±

一一通
）
の
う
ち
、

一
四
世
紀
の
も
の
が
四

一
通
、
と
く
に
諸
山
に
列
せ
ら
れ
る
前
後
の

一
四
世
紀
第
３
四
半
期
に

二
三
通
を
占
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
売
券
の
売
主
の
ほ
と
ん
ど
は
荒
尾
氏
、

つ
い

で
中
嶋
氏
、

買
得
者
は
妙
興
寺
で
あ
る
。
中
世
の
寄
進
状

（八
七
通
）
の
う
ち

一
四
世
紀
に
妙

興
寺

へ
寄
せ
ら
れ
た
も
の
は
六
九
通
と
、
そ
の
多
く
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
寄
進
者

も
荒
尾
氏
、
中
嶋
氏
が
多
い
こ
と
か
ら
、
売
券
と
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時

期
に
檀
越
に
よ
る
土
地
集
積
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

史
料
５
　
妙
興
寺
文
書
目
録

（端
裏
書
）

「此
箱
中
文
書
注
文
」

（録
、
以
下
同
ジ
）

此
箱
中
文
書
目
六

一
通
　
尊
氏
将
軍
祈
願
寺
御
教
書

安
堵
御
下
文
同
諏
訪
法
眼
牌
新
目
六

通
　
義
詮
将
軍
諸
山
御
教
書

通
　
安
堵
目
六
寄
附
諸
旦
那
寄
進
状
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

通
彗
麟
嶼
想
騰
ガ
夫
入
道
絣
脇
為
外
題
目
六
同

寄
附
諸
旦
那
寄
進
状
等

（後
略
）

こ
れ
は
応
安
六
年

（
〓
一一七
一こ

の
文
書
目
録
で
あ
る
。
形
態
は
西
岸
寺
の
も
の
と
同
様
、

寺
院
創
建
に
か
か
わ
る
要
書
を
冒
頭
に
書
き
？
り
ね
、
続
い
て
諸
檀
越
の
寄
進
状
等
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
檀
越
荒
尾

。
中
嶋
両
氏
に
よ
る
妙
興
寺

へ
の
土
地
集
積
期
に
記
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
長
楽
寺

。
観
念
寺

。
善
応
寺
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
妙
興
寺
文
書
の
こ
の

時
期
の
土
地
証
文
の
半
数
以
上
に
、
違
乱
文
言
と
し
て

「
不
孝
之
仁
」
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る

点
も
注
目
さ
れ
る
。　
一
族
を
結
東
さ
せ
る
た
め
の
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
な
拘
束
は
、
単
に
所
領

の
散
逸
を
防
ぐ
た
め
だ
け
で
な
く
、
氏
寺
を
介
し
て
同
族
結
合
を
は
か
る
と
い
う
武
士
団
の
命

題
を
解
決
す
る
手
段
で
あ

っ
た
。
端
裏
書
に

「文
書
注
文
」

と
あ
る
よ
う
に
、
日
録
が

「注

文
」
の
形
態
を
取

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
に
手
控
え
で
な
く
上
申
形
式
を
備
え
て
い
る
点
は

言
及
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
本
文
に

「末
代
不
慮
に
紛
失
の
た
め
子
細
候
は
ば
、
此
案
文
を

以
て
公
方
に
お
い
て
嘆
申
」
す
べ
き
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
文
書
目
録
と
い
う
文
書
名
の

手
控
え
、　
つ
ま
り

「案
文
」
を
公
方

（室
町
幕
府
将
軍
）
に
進
達
す
る
と
い
う
、
文
書
目
録
の
役

割
の

一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
西
岸
寺
文
書
目
録
の
作
成
目
的
に
つ
い
て

こ
の
項
で
は
西
岸
寺
に
伝
わ
る

「文
書
目
録
」
の
作
成
意
図
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な

つり
な
い
。

第
二
項
で
、
「目
録
」
は

「規
式
」
と
同
時
代
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
し
た
。
そ
こ
で
、
「規

式
」
に
つ
い
て
若
干
触
れ
る
。

「規
式
」

は

「至
鈍
置
文
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
興
開
山
で
あ

っ
た
大
徹
至
鈍

和
尚
の
書
き
じ
る
し
た
も
の
で
、
「老
僧
之
命
」
と
し
る
さ
れ
た

「遺
戒
」
と
も
い
う
べ
き
も
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の
で
あ
る
。

「文
書
目
録
」
を
ふ
く
め
る
と
五

つ
の
項
目
か
ら
な
り
、

さ
ら
に
前
文
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
前
文
に
あ
た
る
部
分
を
も
う

一
度
確
認
し
て
み
る
。

史
料
６

「規
式
」

（前
略
）

任
　
　
　
一二
檀
那
　
飯
嶋
修
理
助
入
道
法
名
正
運

・
同
弾
正
左
衛
門
入
道
法
名
総
昌

ｏ

同
掃
部
助
源
為
光
、
應
安
六
癸
丑
二
月
九
日
之
寄
進
状
、
而
同
年
之
内
四
月

一
七
日
、

被
レ列
二
千
諸
山
一、
同
九
月
六
日
、
寺
領
安
堵
、

（中
略
）

こ
の
よ
う
に
、
応
安
六
年
の
寄
進
状
は
、
三
檀
那
連
名
の
も
の
で
あ

っ
た
。
お
そ
ら
く
は
観

念
寺

へ
寄
進
し
た
越
智

一
族
の
よ
う
に
強
調
の
意
味
あ
い
で
こ
れ
ま
で
の

一
族
関
係
の
寄
進
を

改
め
て
追
寄
進
す
る

「重
寄
進
」
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
寺
領
を
集
積
し
、
寺
格
が
諸
山

に
列
せ
ら
れ
、
改
め
て
寺
領
安
堵
の
申
請
を
す
る
。　
一
族
連
名
の
寄
進
状
に
裏
判
が
す
え
ら
れ

て
い
る
の
は
、
こ
の
安
堵
認
定
の
痕
跡
で
あ
る
。

こ
う
し
て
中
興
さ
れ
た
西
岸
寺
で
あ
る
が

「本
寺
者
、
不
二
至
鈍

一
僧
之
力
一、
合
二外
護
旦
那

之
衆
力
一、
而
建
立
」
さ
れ
た
と
あ
る
よ
う
に
、
檀
那
飯
嶋

一
族
と
至
鈍
の
合
力
に
よ
る
も
の
で

あ

っ
た
。
そ
の
方
法
も

「依
二
或
寄
進
、
或
譲
状
、
或
施
財
之
志
こ

り
、
「祠
堂
」
に
資
財
を

蓄
え
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ

っ
た
。

ま
た
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「庵
職
之
事
」

に
記
さ
れ
た

一
一
箇
条
に
お
よ
ぶ
至
鈍
の
遺
命
の
項
目
の
な
か
に
は

「第
六
興
二隆
寺
家
一買
二添
田
畠
こ

と

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
財
の
中
か
ら
寺
院
興
隆
の
た
め
に
、
料
田
を
買
得
す
る
こ
と
が
主
要
な

業
務
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

西
岸
寺
の
寺
院
経
済
の
な
か
で
、
主
要
な
支
出
に
あ
た
る
の
は
、
僧
食
米
な
ど
と
称
さ
れ
る

米
、
ま
た
警
油
や
塩
な
ど
の
食
費
、
灯
油
料
や
衣
料
な
ど
僧
侶
の
日
常
費
が
主
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
、
無
量
寿
仏
供
料
、
祖
師
堂

・
土
地
堂
な
ど
の
供
料

・
月
忌
諷
経
料
な
ど
、
仏
事
に
か

か
わ
る
支
出
も
多
い
。
先
の

「依
或
寄
進
、
或
譲
状
、
或
施
財
之
志
」

っ
て
寺
院
に
集
め
ら
れ

た
得
分
は
、
お
も
に
年
月
忌
供
養
の
た
め
の
諷
経
費
に
あ
て
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
西
岸
寺
に

お
け
る
支
出
は
、
記
述
に
よ
る
と
年
間
七
八
貫
文
に
も
お
よ
ん
だ
。
こ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
、

西
岸
寺
で
は
無
尽
銭
経
営
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
無
尽
銭
と
は
祠
堂
銭
と
も
い
わ
れ
、
中
世
寺
院

に
お
け
る

一
種
の
高
利
貸
経
営
で
あ
る
。
祠
堂
銭
自
体
が
徳
政
令
に
よ
る
免
除
規
定
が
あ

っ
た

た
め
、
京
郊
寺
院
の
み
な
ら
ず
地
方
に
あ

っ
て
も
相
当
に
発
達
を
と
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
西
岸

寺
で
は

一
〇
貫
文
の
元
金
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
月
五
文
子
の
レ
ー
ト
で
貸
金
さ
れ
て
い
た
。

一
〇
貫
文
の
元
金
は
手
を
つ
け
て
は
な
ら
ず
、
利
分
は
お
も
に
住
持
の
得
分
と
な

っ
た
。
住
持

の
得
分
が

「
過
二毎
月
壱
貫
文
こ

ぎ
ぬ
よ
う
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
察
す
る
と
、
相
当
の

利
分
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
住
持
得
分
と
い
う
よ
り
も
、
「為
造
営
」

に
こ
の
祠

堂
銭
が
設
定
さ
れ
た
と
考
え
た
い
。
と
い
う
の
も
、
「規
式
」
の

「庵
式
之
事
」
の
項
で

「営

寺
造
営
之
事
、
如
二給
図
・可
二建
立
一也
」
と
あ
り
、
至
鈍
在
任
中
の
課
題
に
寺
院
伽
藍
造
営
が

あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
飯
嶋
氏
を
中
心
と
し
た
土
地
集
積
が
、
こ
う
し
た
寺
院

造
営
の
た
め
の
資
財
施
入
に

一
つ
の
意
味
が
あ

っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
。

西
岸
寺
は
諸
山
に
列
せ
ら
れ
、
官
寺
と
な
っ
た
。
そ
の
寺
格
に
見
合

っ
た
風
様
を
備
え
る
こ

と
は
至
鈍
の
み
な
ら
ず
氏
子
で
あ
る
檀
那
衆
の
思
い
で
あ

っ
た
。
諸
山
に
な
る
と
、
前
述
の
よ

う
に
、
住
持
の
改
替
は
幕
命
に
よ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
と
く
に
諸
山
に
関
し
て
は
、
義

詮

・
義
満
期
以
降
、
爆
発
的
に
そ
の
数
が
増
え
て
い
く
。
幕
府
に
と
っ
て
諸
山
を
い
わ
ば
乱
発

す
る
の
は
、
公
帖
発
行
に
た
い
し
て
官
銭
を
徴
収
し
、
幕
府
財
政
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
い
る

た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
名
目
だ
け
任
命
さ
れ
、
じ

っ
さ
い
に
は
赴
任
し
な
い
坐
公
文
な
ど
ま

で
発
行
さ
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
公
帖
発
行
に
か
か
る
費
用
は
時
期
に
よ
っ
て
変
動
し
、

ま
た
五
山

・
十
刹

・
諸
山
に
よ
っ
て
そ
の
徴
収
金
額
も
異
な
っ
て
い
た
が
、
お
よ
そ
五
貫
文
前

後
が
諸
山
の
平
均
相
場
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

西
岸
寺
の

「規
式
」
で
注
目
し
た
い
記
述
を
み
て
み
よ
う
。

二
貫
五
百
文
、
は戦
都道酬報慌
げ

と
あ
る
。
こ
れ
は
支
出
項
目
の

一
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
入
院
と
は
新
住
持
が
赴
任
元
か
ら

西
岸
寺

へ
赴
任
す
る
こ
と
で
あ
る
。
諸
山
の
場
合
三
年
二
夏
、
す
な
わ
ち
丸
二
年
が
任
期
で
あ

る
か
ら
、
三
年
に

一
度
こ
の
二
貫
五
〇
〇
文
入
用
と
な
る
。
こ
れ
を
、
入
院
儀
式
の
た
め
の
費

用
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
公
帖
発
行
の
た
め
の
費
用
と
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
名
目
的
に
は
、
新
住
持
が
負
担
す
べ
き
費
用
で
あ
る
が
、
鎌
倉

や
京
の
僧
を
招
聘
す
る
際
に
、
そ
の
全
額
な
い
し
は

一
部
を
、
地
域
禅
院
、
も
し
く
は
檀
越
が

″
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負
担
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上

「規
式
」
全
体
の
記
述
を
概
観
し
た
。
至
鈍
が
み
ず
か
ら

「遺
戒
」
と
称
し
て
い
る
よ

う
に
、
「規
式
」

は
至
鈍
の
住
持
改
替
時
の
申
し
送
り
で
あ

っ
た
。
寺
院
経
営
の
安
定
と
寺
勢

興
隆
を
祈
念
し
て
書
か
れ
た
こ
と
が
随
所
よ
り
う
か
が
え
る
。
と
く
に
、
諸
山
に
列
せ
ら
れ
た

後
の
伽
藍
の
再
興
が
急
務
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
寺
院
経
営
の
諸
料
足
を
書
き
あ
げ
、
引
き

つ
ぐ

こ
と
が
彼
の
目
的
の

一
つ
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
料
足
を
ど
こ
か
ら
ま
か
な
う
の
か
。
寺
院
経
営
の
根
本
を
に
な
う
の
は
、
寺
領
で

あ
り
そ
こ
か
ら
納
入
さ
れ
る
上
分
で
あ
ろ
う
。

「文
書
目
録
」

は
、
飯
嶋
氏

一
族
が
あ
る

一
定

の
時
期
の
中
で
集
中
的
に
西
岸
寺

へ
寄
進

。
売
却
し
た
土
地
に
か
か
わ
る
証
文
を
書
き
あ
げ
た

も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
至
鈍
が
勧
進
と
称
し
て

「氏
寺
」
意
識
を
高
揚
さ
せ
た
か
も
知
れ

な
い
。
少
な
く
て
も

「外
護
旦
那
之
衆
力
」
を
あ
わ
せ
て
寺
院
中
興
に
た
ず
さ
わ

っ
た
。
「文

書
目
録
」
は
そ
う
し
た
活
動
を
至
鈍
が
記
録
に
と
ど
め
、
次
代
住
持
堅
英

へ
引
き

つ
ぐ
た
め
に

作
成
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

問
題
は
こ
の
巻
子
本
が
誰
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
検

討
課
題
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
こ
こ
で
は
推
測
を
し
て
大
方
の
批
正
を
請
う
こ
と
に
す
る
。

次
の
住
持
で
あ
る
堅
英
は
、
永
和
二
年
の
至
鈍
の
署
名
の
翌
年
、
み
ず
か
ら
の
代
に
集
め
ら

れ
た
土
地
の
分
も
書
き
足
し
た
。
先
師
の
遺
戒
を
含
め
て
、
寺
院
の
根
本
文
書
と
し
て
こ
れ
ら

を

一
つ
に
ま
と
め
た
の
が
彼
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
至
鈍
の
自
署
花
押
を
見
る
と

「住
山
中
興
大
徹
史
」
と
あ
り
、
「住
持
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
至
鈍
は
住
持
を
退
い
た
あ

と
も
中
興
の
祖
と
し
て
住
山
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
巻
子
の
紙
の
継
目

に
至
鈍
が
中
興
の
祖
と
し
て
裏
花
押
を
す
え
て
い
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
文
書
作
成
の
経
緯

か
ら
考
え
る
と
、
納
得
が
い
こ
う
。

五
　
お
わ
り
に

本
稿
は

「
西
岸
寺
規
式
」
を
取
り
あ
げ
、
中
世
後
期
に
お
け
る
文
書
目
録
の
あ
り
方
を
考
察

し
よ
う
と
試
み
た
。
史
料
的
な
制
約
も
あ
り
、
同
時
代
の
他
国
の
例
を
取
り
あ
げ
推
測
せ
ざ
る

を
得
な
か

っ
た
点
も
あ
る
。
ま
と
め
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
に
得
ら
れ
た
知
見
を
示
す
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。

０
　
「
規
式
」
と

「
文
書
目
録
」
は
同
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た

「
目
録
」

は
堅
英
の
代

に
完
成
し
た
が
、
前
住
で
あ

っ
た
至
鈍
の
働
き
で
土
地
の
集
積
活
動
が
お
こ

な
わ
れ
た
。
日
録
の
紙
継
目
に
裏
花
押
を
付
す
な
ど
、
ま
さ
に
中
興
の
祖

で
あ

っ
た
。
堅

英
の
代
に
集
め
ら
れ
た
土
地
は
永
和
三
年
の
段
階
で
書
き
加
え
ら
れ
た
。

②
　
「
目
録
」

に
あ
ら
わ
れ
る
飯
嶋

一
族
は
、

同
時
代
に
活
動
し
た
人
々
で
あ
り
、

売
却

。

寄
進
を
と
お
し
て
集
中
的
に
西
岸
寺

へ
得
分
を
寄
せ
て
い
る
。　
一
族
は
惣
領
で
あ
る
為
光

を
中
心
に
氏
寺
西
岸
寺

の
も
と
、
結
束
し
よ
う
と
し
て
い
る
節
が
み
え
る
。
時
期
は
、
南

北
朝
期
中
頃

で
あ
る
。

ま
た
飯
嶋
氏
を
含
め
て
、

西
岸
寺
を
外
護
し
て
い
る
の
は
、

「
郡

戸
人
々
」
と
よ
ば
れ
る
在
地
武
士
た
ち
で
あ
り
、
小
笠
原
与
党
で
あ

っ
た
。

０
　
中
世
後
期

に
な
り
、
多
く
の
臨
済
宗
寺
院
が
官
寺

に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
の
間
、

檀
越
と
中
興
の
祖
が

一
致
し
て
土
地
集
積
に
か
か
わ
り
、
そ
の
土
地
集
積

に
よ

っ
て
集
め

ら
れ
た
文
書
類
、
も
し
く
は
土
地
類
の
書
上
げ
が
作
成
さ
れ
た
。
注
文
と
い
う
か
た
ち
で

上
申
し
、
安
堵
申
請
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
文
書
目
録
作
成
の
契
機
は
、
こ
う

し
た

「土
地
集
積
」
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

注１
　
富
澤
清
人

「東
大
寺
領
水
無
瀬
荘
と
荘
民
」
「
史
学
』
四
七
―

一
。
二
、　
一
九
七
五
年
。
富
澤

『中

世
荘
園
と
検
注
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
六
年
に
再
録
）。

２
　
網
野
善
彦

「書
評

『東
寺
百
合
文
書
目
録
』

一
。
二
」
「
古
文
書
研
究
』

一
二
、　
一
九
七
八
年
）、

上
島
有

「荘
園
文
書
」
翁
講
座
日
本
荘
園
史
』
一　
荘
園
入
門
、
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
九
年
）。

３
　
例
え
ば
山
岸
常
人

「仏
堂
納
置
文
書
考
」
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
五
、　
一
九
九
二

年
）、
山
陰
加
春
夫

「
日
本
中
世
の
寺
院
に
お
け
る
文
書

・
帳
簿
群
の
保
管
と
機
能
」
（河
音
能
平
編
著

『中
世
文
書
論
の
視
座
』
東
京
堂
出
版
、　
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

４
　
田
良
島
哲

「史
料
目
録
記
述
の
系
譜
―
古
代
。
中
世
の
目
録
を
中
心
に
―
」
（大
山
喬
平
教
授
退
官

記
念
会
編

『
日
本
社
会
の
史
的
構
造
』
思
文
閣
出
版
、　
一
九
九
八
年
）。

"
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５

『信
濃
史
料
』
な
ら
び
に

『飯
島
町
誌
』
の
翻
刻
に
よ
っ
た
。

６
　
今
枝
愛
真

「中
世
禅
林
の
官
寺
機
構
」

（今
枝

『中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九

七
〇
年
）。
『長
野
県
史
』
で
も

「臨
済
宗
五
山
叢
林
派
は
、
お
も
に
上
層
の
人
々
を
相
手
に
し
、
ま
た

五
山
派
僧
侶
が
詩
文
な
ど
に
力
を
い
れ
す
ぎ
た
」
と
記
述
し
て
い
る

（通
史
編
中
世
二
第
六
章
第

一

節
）。

７
　
玉
村
竹
二

「西
岸
寺
所
蔵
入
寺
疏
軸
に
つ
い
て
」
「
伊
那
路
』
五
―
二
、　
一
九
六

一
年
。
玉
村

『
日

本
禅
宗
史
論
集
　
上
』
思
文
閣
、　
一
九
七
六
年
に
再
録
）。

８
　
前
掲
注
２

「上
島
論
文
」。

９

『飯
島
町
誌
』
中
巻
　
中
世

。
近
世
編

（飯
島
町
、　
一
九
九
六
年
）。

１０
　
前
掲
注
７

「玉
村
論
文
」。

Ｈ
　
文
正
元
年
卯
月
二
四
日
条

（『信
濃
史
料
』
巻
八

・
増
補
続
史
料
大
成

『蔭
涼
軒
日
録
』
二
）
。

‐２
　
宝
月
圭
吾

「伊
那
西
岸
寺
の
規
式
に
つ
い
て
」

「
信
濃
』
三
二
―

〓

一、　
一
九
八

一
年
）。
同

「中

世
の
伊
那
西
岸
寺
の
経
営
と
無
尽
銭
」
翁
信
濃
』
二
五
―
八
、　
一
九
八
二
年
）。

な
お
両
論
文
と
も
宝
月

『中
世
日
本
の
売
券
と
徳
政
』

釜
口川
弘
文
館
、
　
一
九
九
九
年
）

に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

‐３

『長
野
県
史
』
通
史
編
　
中
世
二
、
『飯
島
町
誌
』
。

‐４

『愛
媛
県
史
』
資
料
編
　
古
代
中
世
、
『南
北
朝
遺
文
』
九
州

・
中
国
編
。
本
稿
は

『愛
媛
県
史
』
本

に
よ
っ
た
。

‐５
　
上
島
有

「室
町
幕
府
文
書
」

舎
同
橋
正
彦
編

『
日
本
古
文
書
学
講
座
』

四
　
中
世
編
Ｉ
、
雄
山
閣
、

一
九
八
〇
年
）。

‐６
　
前
掲
注
６

「今
枝
論
文
」。

‐７
　
康
安
二
年

（
一
三
六
三
）
七
月

一
日
付

「細
川
頼
之
書
状
」

∩
豫
章
記
」
『愛
媛
県
史
』
資
料
編
古

代

。
中
世
）

に
よ
れ
ば
、
河
野
通
盛
の
申
請
が
伊
予
国
守
護
細
川
頼
之
に
調
進
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

通
盛
は
も
と
伊
予
国
守
護
で
あ
っ
た
。
前
年
の
康
安
元
年
、
頼
之
の
従
兄
弟
清
氏
が
南
朝

へ
離
反
し
、

阿
波

・
讃
岐
で
兵
を
挙
げ
た
。
頼
之
は
、
伊
予
国
守
護
職
な
ら
び
に
旧
領
を
通
盛
に
返
付
す
る
こ
と
で
、

四
国
最
大
の
豪
族
河
野
氏
の
協
力
を
仰
ご
う
と
し
た

（南
北
朝
期
の
四
国
で
の
細
川
氏
の
立
場
に
つ
い

て
は
小
川
信

『細
川
頼
之
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
二
年
に
よ
る
）。
書
状
は

「就
二御
文
章
事
・懸
二御

心
一事
欺
、
重
可
レ申
二沙
汰
一候
」
と
不
審
を
い
だ
く
通
盛
に
対
し
て
、
室
町
将
軍
に
申
請
の
旨
を
披
露

す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
旧
領
安
堵
申
請
が
将
軍
へ
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

‐８
　
今
谷
明

。
高
橋
康
夫
編

『室
町
幕
府
文
書
集
成
』
奉
行
人
奉
書
編

（思
文
閣
出
版
、　
一
九
八
六
年
）

に
よ
る
と
、
松
田
左
衛
門
尉
の
官
途
名
を
名
の
る
も
の
の
な
か
で
、
「西
岸
寺
規
式
」
作
成
以
前
と
考

え
ら
れ
る
奉
行
人
に
該
当
す
る
の
は
松
田
貞
秀
で
あ
る
。

三
通
の
奉
書
を
確
認
で
き
る
。
な
お
奉
行
人

と
し
て
の
在
職
は
、
確
認
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
貞
和
五
年

（
一
三
四
九
）
ご
ろ
か
ら
明
徳
三
年

（
一

二
九
二
）
ご
ろ
ま
で
で
あ
る
。

‐９
　
前
掲
注
１２

「宝
月

一
九
八

一
年
論
文
」。

２０
　
佐
々
木
銀
弥

「鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
所
領
政
策
に
つ
い
て
―
買
得
私
領
安
堵
の
下
知
状
給
付
を
め
ぐ

っ
て
―
」

（中
央
大
学
編

『中
央
大
学
九
十
周
年
記
念
論
文
集
　
文
学
部
』

一
九
七
五
年
。　
日
本
古
文

書
学
会
編

『
日
本
古
文
書
学
論
集
』
五
　
中
世
Ｉ
、　
一
九
八
六
年
に
再
録
）。
な
お
近
年
七
海
雅
人
が
、

鎌
倉
幕
府
の
安
堵
体
系
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
七
海

「鎌
倉
幕
府
の
買
得
安
堵
」
「
歴
史
学
研
究
』

六
九
二
、　
一
九
九
七
年
。
の
ち
七
海

『鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
の
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

一
年
に

再
録
）
参
照
。

２．
　
前
掲
注
１２

「宝
月

一
九
八

一
年
論
文
」。

２２
　
小
井
三
氏
は
鎌
倉
時
代
、
伊
那
郡
小
井
三
郷

（伊
那
市
）
を
本
拠
と
し
た
御
家
人
で
、
工
藤
氏
と
も

称
す
る
。
　
一
五
世
紀
に
は
そ
の
拠
点
を
諏
訪
に
う
つ
し
た
と
い
わ
れ
る

（『伊
那
市
史
』
歴
史
編
、　
一

九
八
三
年
）
。
な
お

「小
井
三
菖
蒲
沢
殿
」
と
あ
る
の
で
伊
那
市
西
春
近
諏
訪
形
菖
蒲
沢
近
辺
を
領
し

た

一
族
で
あ
ろ
う
か
。
菖
蒲
沢
城
址
か
ら
は
鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
中
期
に
か
け
て
の
古
瀬
戸
天
目
茶
碗

な
ど
陶
磁
器
類
が
多
く
発
掘
さ
れ
て
い
る

（『菖
蒲
沢

・
山
の
下
遺
跡
』
伊
那
市
教
育
委
員
会
、　
一
九

八
〇
年
）。

２３
　
拙
稿

「売
寄
進
状
の

一
形
態
―
買
得
即
時
寄
進
型
売
寄
進
の
意
味
―
」
翁
古
文
書
研
究
』
四
四

・
四

五
合
併
号
、　
一
九
九
七
年
）
で
上
分
寄
進
の
実
態
に
つ
い
て
実
例
を
挙
げ
て
考
察
し
た
。

２４
　
市
村
成
人

『宗
良
親
王
』

（八
木
書
店
、　
一
九
四
三
年
）
、

『建
武
の
中
興
を
中
心
と
し
た
る
信
濃
勤

王
史
致
』
（信
濃
教
育
会
編
、　
一
九
二
九
年
。
後

一
九
七
八
年
に
再
刊
）。

２５
　
拙
稿

「信
濃
国
に
お
け
る
曹
洞
宗
創
立
の
歴
史
的
背
景
」
翁
年
報
三
田
中
世
史
研
究
』
八
、
二
〇
〇

一
年
）。

２６

「大
塔
軍
記
」
「
信
濃
史
料
』
巻
七
）。

２７
　
新
訂
増
補
国
史
大
系

『吾
妻
鏡
』
。

２８
　
前
掲
注
２５

「村
石
論
文
」
。

２９

『飯
島
町
誌
』
所
収
の

「飯
嶋
家
系
図
」
を
も
と
に
、
「規
式
」
に
あ
ら
わ
れ
る
人
物
名
を
略
系
図
に

"
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示
し
た
。

３０

「雑
筆
要
集
」

「
続
群
書
類
従
』
第
十

一
輯
之
下
）。
た
だ
し
現
存
す
る
写
本
は
該
当
す
る
条
文
自
体

を
欠
と
し
て
い
る
。

３‐
　
元
徳
四
年
二
月

一
九
日

「由
良
景
長
妻
紀
氏
寄
進
状
案
」

∩
長
楽
寺
文
書
」

『群
馬
県
史
』
資
料
編

５
）。

拙
稿

「長
楽
寺
救
済
運
動
と
売
寄
進
」
翁
年
報
三
田
中
世
史
研
究
』
三
、　
一
九
九
六
年
）
。

前
掲
注
６

「今
枝
論
文
」。

延
文
四
年
四
月

一
〇
日

「世
良
田
義
政
在
家
田
畠
売
券
」、
同
日

「世
良
田
義
政
在
家
田
畠
寄
進
状
」
、

同
年
四
月
二
〇
日

「沙
爾
道
在
家
田
畠
寄
進
状
」
翁
長
楽
寺
文
書
」
『群
馬
県
史
』
資
料
編
五
）。

３５
　
貞
治
四
年
七
月
五
日

「長
楽
寺
住
持
了
宗
寺
領
注
文
」
翁
長
楽
寺
文
書
」
『群
馬
県
史
』
資
料
編
五
）。

３６
　
中
尾
尭

「関
東
に
お
け
る
氏
寺
の

一
考
察
―
世
良
田
長
楽
寺
に
つ
い
て
―
」

翁
史
学
論
集
対
外
関
係

と
政
治
文
化
』
第
二
　
政
治
文
化
古
代
中
世
編
、
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
四
年
）
な
ど
。

３７
　
康
永
三
年
九
月
九
日

「越
智
氏

一
族
連
署
寄
進
状
」
翁
観
念
寺
文
書
」
『愛
媛
県
史
』
資
料
編
古

代

。
中
世
）。

３８
　
延
元
二
年

（
一
三
二
七
）
二
月
二

一
日

「観
念
寺
禁
制
」
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
は
観
念

寺
は
諸
山
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
時
宗
寺
院
か
ら
改
宗
し
て
い
る
の
は
川
岡
勉
の
指
摘
で
、

お
そ

ら
く
元
弘
年
間

（
一
三
二

一
～
四
）

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
越
智
氏

一
族
は
当
初
時
衆
に
多
い
阿
弥

号
を
用
い
て
い
る
が
、
円
心
以
降
は
沙
弥
号
な
ど
を
使
用
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
諸
山
に
列
せ
ら
れ

た
の
は
、
寺
院
中
興
時
、
す
な
わ
ち
改
宗
直
後
で
あ

っ
た
。
川
岡
勉

「南
北
朝
期
の
在
地
領
主

・
氏
寺

と
地
域
社
会
―
新
居
氏
と
観
念
寺
の
場
合
―
」

（
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
四
二
、　
一
九
九
四
年
）。

な
お
こ

れ
は
鉄
牛
と
越
智
氏
に
よ
る
土
地
集
積
の
時
期
と
符
合
す
る
。

３９
　
注
３７

「越
智
氏

一
族
連
署
寄
進
状
」。

４０
　
鈴
木
鋭
彦

「中
世
寄
進
状
に
お
け
る

「不
孝
之
仁
」
文
言
と

「氏
寺
」
付
記
に
つ
い
て
―
伊
予
国
観

念
寺
文
書
よ
り
―
」
（
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』

一
六
、　
一
九
八
七
年
）
に
そ
の
全
体
像
が
示
さ

れ
て
い
る
。

４‐
　
貞
治
元
年

一
一
月

一
四
日

「河
野
通
遠
安
堵
状
」
翁
観
念
寺
文
書
し
。

伊
豫
国
桑
村
本
郡
観
念
禅
寺
者
、
所
レ被
レ致
二
将
軍
家
御
祈
薦
之
精
誠
・

也
、
而
寺
領
等
事
任
二
注
文
之
旨
一、不
レ可
レ有
二
相
違
一之
状
如
レ件

貞
治
元
年

一
一
月

一
四
日
　
一型
τ
岐
輸
型
媚
ｙ

４２
　
前
掲
注
３８

「川
岡
論
文
」
。

４３
　
文
和
三
年
十
月
二
八
日

「足
利
義
詮
御
判
御
教
書
」
翁
妙
興
寺
文
書
」
『
一
宮
市
史
』
資
料
編

五
、

一
宮
市
、　
一
九
六
三
年
）。
「諸
山
御
教
書
」
は
日
下
に
義
詮
の
花
押
が
す
え
ら
れ
て
い
る
。
年
紀
は
諸

山
認
可
件
数
が
増
え
る

一
四
世
紀
中
期
に
あ
た
る
。

貞
治
三
年
六
月

一
九
日

「足
利
義
詮
御
判
御
教
書
」。

尾
張
国
妙
興
寺
事
為
二諸
山
之
烈
ヽ
大
應
国
師
門
徒
管
コ領
之
一、

宜
レ為
二
十
方
院
・之
状
、
如
レ件

貞
治
三
年
六
月
十
九
日

富
寺
長
老

（義
詮
）

花
押

４４
　
鈴
木
鋭
彦

「中
世
土
地
証
文
に
お
け
る

「不
孝
之
仁
」
に
つ
い
て
―
尾
張
国

『妙
興
寺
文
書
』
所
収

売
券

・
寄
進
状
よ
り
―
」
「
年
報
中
世
史
研
究
』

一
〇
、　
一
九
八
五
年
）。

４５
　
前
掲
注
１２

「宝
月

一
九
八
二
年
論
文
」。

４６
　
今
枝
愛
真

「公
文
と
官
銭
」
（注
６

『今
枝
前
掲
書
し
。

４７
　
前
掲
注
６

「今
枝
論
文
」
。

（謝
辞
）
本
稿
作
成
に
当
た
り
、
臨
済
宗
西
岸
寺
住
職
平
野
隆
道
氏
か
ら
は
、
史
料
閲
覧
並
び
に
写
真

撮
影

。
掲
載
を
お
許
し
い
た
だ
く
な
ど
、

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
学

芸
員
古
川
元
也
氏
か
ら
は
妙
興
寺
文
書
に
つ
い
て
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

ン


